
小規模作業所の新体系等への移行状況調査  
0 平成18年4月以降の新体系等への移行状況調査を実施した結果、平成20年4月時点では54．   

業所が新体系等へ移行している。  
3％の小規模作  

●・一 ＝； －  平成19年10月時点  平成18年10月時点  

移行状況  か所数   割合  

移行  ＿－■■■■   

地域活動支援センター   449か所   、7「㌃  
個別給付事業   163か所   ●● ●●  

個別給付事業との統合等   139か所   2．4％   

小規模作業所のまま存続  5．055か所   87．1％  

合計  5，806か所  100．0％  

か所数   割合  

768か所   13．2％ト  

3．287か所   56．3％  

100．0％   5．840か所   

か所数   割合  

1，017か所   17．4％ く   

321か所   5．5％   

2．671か所   45．■7％   

5，840か所  100．0％   

（参考）  

100．0％）   

（57．89も）   

●●●－‥＝■りt－  

（32．1％） ◆－t■＝■＝■●－   

（廿1％）  

（  

（59．2％）   

●－■●■■■＝■■＝■－■－■l エ禦」！警？．，．．・  
（10．7％）  

平成柑年  

4月時点   

小規模   

作業所  
塁上馳庚  

平成20年4月時点  平成19年10月時点  

個別給付と統合等  
273か所  

25  ※厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室調べ   
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地域活動支援センターの概要  
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参考資料10  
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操作業胡の移行促進のための最長要件の機軸  
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地域麿  支撥センターの従たる事業所の  
r地域活動支援センターJの運営を複数の場所において一体側に行う場合の取扱について  

【平成20年4月－】  【従 前】  

夢㌢帯び＝＝酬酬槻棚膿㈱卿一柳珊澤｝＝二W＝な語㌣燻1ゝW◆望まノ÷く、▲予ニV′ノ声  
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t  

1  

1  

1  

l   

＊＊＊ 判断基準 ＊＊＊   

（D 施設長が同一  

② 指導員をそれぞれの事業所に   

配置  

③ 事業運営が一体的に行われる  
④ 従たる事業所が主たる事業所   

と同一の日常生活圏域  

⑤ 会計管理を一体的に実施   

A事務所  

（利用人員6人）  

従たる事業所は、複数箇所の  
設置も可能   

従たる事業所の最低利用人員  

は6名   

主たる事業所の利用人員は従  

たる事業所の利用人員より多い  

ことが必要（左の場合、利用人  
員は最低12人）   
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サービス基盤の整備   

（参考資料）  
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（障害福祉計画に係る全国集計値）  

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
 
 

（時間分）  
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障害福祉サービス見込量の推移（日中活動系サービス）  
′● ‾■ ■‾ ■‘‾■‾■● ■‾■■‾●■‾－■‾‘‾■‘】‘■＋】■‾■■‾■■‾■‾■‾■‾■‾■‾－■■‾■‾■－－－■‾ ■‾’■‾ －‾■■■■‾■‾●■‾■一‾、   

I  

i※児童デイ・短期入所■療養介護は含んでいない。  

！※「人日分」＝「月間の利用人数」×「一人岬月当たりの平均利用日数」  

l  b ●l■■ ■ t■ ■l＝■ ■ q ■ ■－ ■ ■l■ ● t ■ ■ ■ ■ ■l＝■ ● ■■ ■ ■■ ■ ■l■ ■ ■ ■ ■■ ■ ●乃 t 一■ ■ ●▼■ ■】－ ● ■■■ ■l■ ■ ■t■ ■ t■■ ● ■■ ■ ●■ ● ■ ●ll】 ■ － ● ■l■ ■ 一▲  

対17年度1．4   

（対前年度 6％増）  

、Rl 又  提
供
き
れ
る
サ
ヨ
ビ
真
の
総
量
 
 

（入日分）  
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障害福祉サービス見込量の推移（居住系サービス）  
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コ   
平成20年9月29日障害保健福祉関係主管課長会議資料3岬2より抜粋  

障害福祉サ鵬ビス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付   

及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（案）  

障害保健福祉施策については、平成十五年度以降、措置制度から契約制度へと転換した支援費制度の下で、利用者数が飛躍的に増  

加する等サ1ビス量の拡充が図られてきたが、居宅介護事業（ホームヘルプサ皿ビス等）等について未実施の市町村（特別区を含む。以  

下同じ。）がみられたほか、精神障害者に対するサービスの立ち後れが指摘されていた。   

また、長年にわたり障害福祉サービスを支えてきた現行の福祉施設や事業体系については、利用者の入所期間の長期化等により、その  

本来の機能と利用者の実態が帝離する等の状況にあるほか、地域生活移行や就労支援といった新たな課題への対応が求められていた。  

さらに、障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）の地域生活を支えていくための相談支援体制についても、その整備状況に大きな地  

域格差がみられたところである。   

障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。）においては、こうした状況に対応して、障害者及び障害児が、自  

立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスや相談支援等が地域において計画的に提供されるべく、  

福祉施設や事業体系の抜本的な見直しと併せて、市町村及び都道府県に対し障害福祉計画（法第八十八条第脚項に規定する市町村障  
害福祉計画及び法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。）の作成を義務付ける等、サービス体系全般に  

ついて見直しが行われた。   

この指針は、福祉施設が新たなサービス体系への移行を完了する平成二十三年度末に向けて数値目標を設定するとともに、平成二十  

一年度から平成二十三年度までの第二期障害福祉計画を作成するに当たって即すべき事項を定め、障害福祉サ鵬ビス及び相談支援並び  

に市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とするものである。  

第冊 障害福祉サ鱒ビス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項   

仲 基本的理念  

市町村及び都道府県は、障害者等の自立と社会参加を基本とする障害者基本法（昭和四十五年法律第八千四号）の理念を踏まえ  

つつ、次に掲げる点に配慮して、障害福祉計画を作成することが必要である。   

1 障害者等の自己決定と自己選択の尊重  

ノーマライゼ■ションの理念の下、障害の種別、程度を問わず、障害者等が自らその居住する場所を選択し、その必要とする障害  

福祉サ憫ビスその他の支援を受けつつ、障害者等の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サ卿ビスの提供  

体制の整備を進める。  

35   



2 実施主体の市町村への統一と三障害に係る制度の一元化   

法の施行により、障害福祉サービスに閲し、実施主体を市町村を基本とする仕組みに統一したこととともに、従来、身体障害、知的  
障害及び精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化したことにより、立ち後れている精神障害者等に対するサービスの充  

実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて地域間で大きな格差のある障害福祉サービスの均てんを図る。  

3 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備   

障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整えるとともに、障  

害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域におけるサービス拠点づくり、NPO等によるインフォ血マル  

サービス（法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。）の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整  

備を進める。   

障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方  

障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、－の障害福祉計画の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、数値   

目標を設定し、計画的な整備を行う。  

1全国どこでも必要な訪問系サービスを保障  

立ち後れている精神障害者等に対する訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援をいう。   

以下同じ。）の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。  

2 希望する障害者等に日中活動系サービスを保障   

いわゆる小規模作業所の利用者の法に基づくサービスへの移行等を推進するとともに、希望する障害者等に日中活動系サ岬ビス  

（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援こ療養介護、児童デイサービス、短期入所及び地域活動支援センターで提供  

されるサービスをいう。以下同じ。）を保障する。  

3 グループホーム等の充実を図り、入所等から地域生活への移行を推進   

地域における居住の場としてのグループホーム（共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。）及びケアホーム（共同生活介護を行  

う住居をいう。以下同じ。）の充実を図るとともに、自立訓練事業等の推進により、入所等く福祉施設への入所又は病院への入院をい  

う。）から地域生活への移行を進める。  

4 福祉施設から一般就労への移行等を堆進   

就労移行支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設における雇用の場を  

拡大する。  
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